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種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
林
水
産
植
物
」
と
は
、
農
産
物
、
林
産
物
及
び
水
産
物
の
生
産
の
た
め
に
栽
培
さ
れ
る
種
子
植
物
、
し
だ
類
、
せ
ん
た
い
類
、
多
細
胞
の
藻
類
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
植
物
を
い
い
、
「
植
物
体
」
と
は
、
農
林
水
産
植
物
の
個
体
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
品
種
」
と
は
、
重
要
な
形
質
に
係
る
特
性
（
以
下
単
に
「
特
性
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
よ
っ
て
他
の
植
物
体
の
集
合
と
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
そ
の
特
性
の
全
部
を
保
持
し
つ
つ
繁
殖
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
一
の
植
物
体
の
集
合
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
種
苗
」
と
は
、
植
物
体
の
全
部
又
は
一
部
で
繁
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
品
種
に
つ
い
て
「
利
用
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

そ
の
品
種
の
種
苗
を
生
産
し
、
調
整
し
、
譲
渡
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為

二

そ
の
品
種
の
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の

行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為
（
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
が
前
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
権
利
を
行
使
す
る
適
当
な
機
会
が
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。

）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
種
苗
」
と
は
、
種
苗
（
林
業
の
用
に
供
さ
れ
る
樹
木
の
種
苗
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
種
子
、
胞
子
、
茎
、
根
、
苗
、
苗
木
、
穂
木
、
台
木
、
種
菌
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
で
品
質
の
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
販
売
に
際
し
て
一
定
の
事
項
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
い
、
「

種
苗
業
者
」
と
は
、
指
定
種
苗
の
販
売
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
資
材
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
農
林
水
産
植
物
に
つ
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
第
二
項
の
重
要
な
形
質
を
定
め
、
こ
れ
を
公
示

す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

（
略
）

２

品
種
登
録
は
、
出
願
品
種
の
種
苗
又
は
収
穫
物
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
品
種
登
録
出
願
の
日
か
ら
一
年
さ
か
の
ぼ
っ
た
日
前
に
、
外
国
に
お
い
て
当
該
品
種
登
録
出
願
の
日
か

ら
四
年
（
永
年
性
植
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類
に
属
す
る
品
種
に
あ
っ
て
は
、
六
年
）
さ
か
の
ぼ
っ
た
日
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
業
と
し
て
譲
渡
さ
れ

て
い
た
場
合
に
は
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
譲
渡
が
、
試
験
若
し
く
は
研
究
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
育
成
者
の
意
に
反
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

育
成
者
権
の
発
生
及
び
存
続
期
間
）

（
第
十
九
条

育
成
者
権
は
、
品
種
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２

育
成
者
権
の
存
続
期
間
は
、
品
種
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
品
種
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
年
）
と
す
る
。

育
成
者
権
の
効
力
）

（
第
二
十
条

育
成
者
権
者
は
、
品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
品
種
（
以
下
「
登
録
品
種
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
を
業
と
し
て
利
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用
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
育
成
者
権
に
つ
い
て
専
用
利
用
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
専
用
利
用
権
者
が
こ
れ
ら
の
品
種
を
利
用
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

登
録
品
種
の
育
成
者
権
者
は
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
次
に
掲
げ
る
品
種
が
品
種
登
録
さ
れ
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
品
種
の
育
成
者
が
当
該
品
種
に
つ
い
て
有
す
る
こ
と
と
な
る
権

利
と
同
一
の
種
類
の
権
利
を
専
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

変
異
体
の
選
抜
、
戻
し
交
雑
、
遺
伝
子
組
換
え
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
登
録
品
種
の
主
た
る
特
性
を
保
持
し
つ
つ
特
性
の
一
部
を
変
化
さ
せ
て
育

成
さ
れ
、
か
つ
、
特
性
に
よ
り
当
該
登
録
品
種
と
明
確
に
区
別
で
き
る
品
種

二

そ
の
品
種
の
繁
殖
の
た
め
常
に
登
録
品
種
の
植
物
体
を
交
雑
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
品
種

３

（
略
）

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
二
十
一
条

育
成
者
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

新
品
種
の
育
成
そ
の
他
の
試
験
又
は
研
究
の
た
め
に
す
る
品
種
の
利
用

二

登
録
品
種
（
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
育
成
を
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
特
許
権
を
有
す
る
者
又
は

そ
の
特
許
に
つ
き
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
が
当
該
特
許
に
係
る
方
法
に
よ
り
登
録
品
種
の
種
苗
を
生
産
し
、
又
は
当
該
種
苗
を
調
整
し
、
譲
渡
の
申
出

を
し
、
譲
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為

三

前
号
の
特
許
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
、
同
号
の
特
許
に
係
る
方
法
に
よ
り
登
録
品
種
の
種
苗
を
生
産
し
、
又
は
当
該
種
苗
を
調
整
し
、
譲
渡
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
輸
出
し

、
輸
入
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為

四

前
二
号
の
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行

為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為

２

農
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
最
初
に
育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権
者
又
は
通
常
利
用
権
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
、
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区

別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
品
種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
種
苗
を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、
そ
の
収
穫
物
を
自
己
の

農
業
経
営
に
お
い
て
さ
ら
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
さ
ら
に
用
い
た
種
苗
及
び
こ
れ
を
用
い
て
得
た
収
穫
物
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
契

約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
栄
養
繁
殖
を
す
る
植
物
に
属
す
る
品
種
の
種
苗
を
用
い
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

４

育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権
者
若
し
く
は
通
常
利
用
権
者
の
行
為
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
登
録
品
種
等
の
種
苗
又
は
収
穫
物
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
登

録
品
種
の
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
譲
渡
さ
れ
た
種
苗
又
は
収
穫
物
の
利
用
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
品
種
等
の
種
苗
を
生
産
す
る
行
為
、
当
該
登
録
品
種
に
つ
き

品
種
の
育
成
に
関
す
る
保
護
を
認
め
て
い
な
い
国
に
対
し
種
苗
を
輸
出
す
る
行
為
及
び
当
該
国
に
対
し
最
終
消
費
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
収
穫
物
を
輸
出
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
専
用
利
用
権
）

第
二
十
五
条

育
成
者
権
者
は
、
そ
の
育
成
者
権
に
つ
い
て
専
用
利
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
用
利
用
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
品
種
等
を
利
用
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

３
～
５

（
略
）
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（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
三
条

育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
は
、
自
己
の
育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
若
し
く
は
収
穫
物
又
は
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
そ

の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を
侵
害
し
た
者

二

育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
、
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
の
許
諾
を
得
な
い
で
、
業
と

し
て
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
し
た
者

○

千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
、
千
九
百
七
十
八
年
十
月
二
十
三
日
及
び
千
九
百
九
十
一
年
三
月
十
九
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十
一
年
十
二
月
二
日
の
植
物

の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
平
成
十
年
条
約
第
十
六
号
）
（
抄
）

第
十
四
条

育
成
者
権
の
範
囲

［
種
苗
に
関
す
る
行
為
］

(1)

次
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
保
護
さ
れ
る
品
種
の
種
苗
に
関
す
る
次
の
行
為
は
、
育
成
者
の
許
諾
を
必
要
と
す
る
。

(a)

生
産
又
は
再
生
産

( )ⅰ

増
殖
の
た
め
の
調
整

( )ⅱ

販
売
の
申
出

( )ⅲ

販
売
そ
の
他
の
商
業
目
的
に
よ
る
譲
渡

( )ⅳ

輸
出

( )ⅴ

輸
入

( )ⅵ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
目
的
と
す
る
保
管

( )ⅶ

( )ⅰ

( )ⅵ

育
成
者
は
、
そ
の
許
諾
を
与
え
る
に
当
た
り
、
条
件
及
び
制
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(b)
［
収
穫
物
に
関
す
る
行
為]

(2)

次
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
保
護
さ
れ
る
品
種
の
種
苗
を
許
諾
を
得
な
い
で
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
収
穫
物
（
植
物
体
全
体
及
び
植
物
体
の
一

部
を
含
む
。
）
に
関
す
る

の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
は
、
育
成
者
の
許
諾
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
成
者
が
当
該
種
苗
に
関
し
て
育
成
者
権
を
行
使
す
る
合
理
的

(1)
(a)

( )ⅰ

( )ⅶ

な
機
会
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
特
定
の
加
工
品
に
関
す
る
行
為
］

(3)

締
約
国
は
、
次
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

に
規
定
す
る
保
護
さ
れ
る
品
種
の
収
穫
物
を
許
諾
を
得
な
い
で
用
い
る
こ
と
に
よ
り
当
該
収
穫
物
か
ら
直

(2)

接
に
生
産
さ
れ
た
加
工
品
に
関
す
る

の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
育
成
者
の
許
諾
を
必
要
と
す
る
（
育
成
者
が
当
該
収
穫
物
に
関
し
て
育
成
者
権
を
行
使
す
る

(1)
(a)

( )ⅰ

( )ⅶ
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合
理
的
な
機
会
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
追
加
し
得
る
行
為
］

(4)

締
約
国
は
、
次
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
以
外
の
行
為
に
つ
い
て
も
育
成
者
の
許
諾
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
定

(1)
(a)

( )ⅰ

( )ⅶ

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

(5)

第
十
九
条

育
成
者
権
の
期
間

［
保
護
の
期
間
］

(1)

育
成
者
権
は
、
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
。

［
最
短
の
期
間
］

(2)

の
期
間
は
、
育
成
者
権
の
付
与
の
日
か
ら
二
十
年
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
樹
木
及
び
ぶ
ど
う
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
は
、
育
成
者
権
の
付
与
の
日
か
ら
二
十
五
年
未

(1)
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。


